
議   第  ２７３  号   

令和 ５ 年１１月３０日提出   

 

   熊本市都市公園条例の一部改正について 

 

 熊本市都市公園条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市都市公園条例（昭和５２年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第４項中「第１項又は」を「同項又は」に改める。 

 第６条の次に次の１条を加える。 

 （準用） 

第６条の２ 前条第２項及び第３項の規定は、水前寺運動公園の自転車競技場につい

て準用する。 

 別表第２中 

「           「 

９２０円 

を 

８３０円  

１，４００円 １，３００円  

１，９００円 １，７００円  

９２０円 

 

８３０円 

 

 

８円 ７円  

５円 ４円  

１，６００円 １，５００円 
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４９０円 

 

４４０円 

 

 

１，６００円 

 

１，５００円  

１，６００円 １，５００円 

 

 

７７円 １１０円 

 

 

          」           」 

に、 

「           「 

１，３００円 

 

を 

１，２００円  

１，６００円 

 

１，５００円  

７７０円 

 

１，１００円  

７７０円 

 

１，１００円  

          」           」 

に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の熊本市都市公園条例（以下「新条例」という。）別表第２

の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の占用の期間に係る

使用料について適用し、施行日の前日までの占用の期間に係る使用料については、

なお従前の例による。 
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３ 令和６年度以後の各年度において施行日前から継続して公園を占用している物件

について、新条例別表第２の規定により算定した使用料の額が、次の各号に掲げる

年度の区分に従い当該各号に定める額に１．２を乗じて得た額（以下この項におい

て「調整後の額」という。）を超える間における当該物件に係る使用料の額は、調整

後の額とする。 

(1) 令和６年度 当該物件についてこの条例による改正前の熊本市都市公園条例

別表第２の規定により算定した使用料の額 

(2) 令和７年度以後の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定により算

定した使用料の額 

４ 前項の規定によるそれぞれの使用料の額に１円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。 

 

（提出理由） 

  都市公園の占用に係る使用料の額につき、道路の占用料に準じて改定をする等の

ため、所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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